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はじめに 
  技能講習修了証を滅失又は損傷した場合には再交付、氏名を変更した場合には書替えが必要となり 

ます。 
 

１．この申請書は静岡県労働基準協会連合会が交付した修了証についてのみ使用できます。 
 
  修了証が当連合会で発行されたものであること、交付番号・交付年月日を必ず確認してから申請手 
  続を行って下さい。 
 

【問い合わせ先】 公益社団法人 静岡県労働基準協会連合会  (054)254－1012 

 
２．当連合会が事業を廃止した下記講習は、こちらで再交付・書替え・統合ができません。 
 

業務を廃止した講習は、取得した教習機関であっても再交付・書替え等の手続きをすることが出来 
ないことになっています。 
お手数をおかけ致しますが、技能講習修了証明書発行事務局で証明書(カード)の発行をしています 

ので、そちらで手続きをして下さい。  
 
  《廃止した講習》   小型移動式クレーン   第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習 

 
   【廃止講習のお問い合わせ先】  技能講習修了証明書発行事務局  TEL:03-3452-3371 
 

３．申請書を記入する際の注意事項 
   

◆申請書内の説明を見ながらボールペン等（鉛筆不可）で①～⑮の必要箇所を記入して下さい。 
 記入漏れ等があった場合は、連絡先電話番号に確認の電話をさせて頂き、連絡が取れるまで修 
了証の発行ができませんので、お間違えの無いよう正確に記入をして下さい。 
 

   ◆【滅失・損傷の方のみ】⑭の再交付申請理由書を分かる範囲で正確に記入して下さい。 
この理由書は滅失した修了証が出てきた場合に返却して頂く誓約書にもなっておりますので、
ご了承下さい。 
 

◆【書替の方のみ】平成 29 年 4 月より本籍地の書替えは必要なくなりました。 
氏名を変更された方のみ書替えの手続きをお願い致します。 

 
   ◆【窓口で代理申請する方のみ】窓口で代理申請する方の氏名、住所、電話番号等を⑮の委任届 

に記入し、申請者本人の自筆署名と印鑑を押して下さい。 
窓口にて⑮に記載された代理者本人かの確認をさせて頂きますので、身分証明書類(運転免許 
証等)を持参して下さい。 
 

４．提出について 
 

申請する際は、記入漏れがないこと、必要書類が揃っていることをもう一度ご確認下さい。 
申請書類に不備がある場合は、書類が揃うまで再交付できませんので、ご了承下さい。 
 

【窓口に持参する場合】 

 当連合会の窓口にて申請して下さい。来られる際は連合会（tel 054-254-1012）までお電 
話下さい。 月～金曜日(土日祝は休業日) 午前 9:00～12:00、午後 13:00～16:00 

  
【郵送による申請の場合】 
 必要書類・手数料を同封の上、現金書留にて送付して下さい。 
 発送までに日数がかかりますので、ご了承下さい。 

 
 
 

各種技能講習修了証再交付・書替え・統合についてのご案内 
 

tel:03-3452-3371


５．必要書類について 
 

チェック 

欄 
必要書類 ご説明 
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(1) 申請書 
（技能講習修了証交付申請書） 

必要箇所に全て記入及び捺印し、再 
交付の場合は申請理由書も記入のこ 
と。 
窓口代理申請の方は委任届にも記入 
のこと。 

 (2) 発行手数料 

１講習につき２,500 円になります。 
 
統合カードは１枚 5 講習まで入り、 
料金は 1 講習の金額です。 

 (3) 本人確認のための書類 

免許証、健康保険証、外国人登録証 
明書等（いずれか 1 点）のコピーを 
書類貼付欄に貼ってください。 
申請者に対して 1 枚で結構です。 

 
(4) 写真 
  全ての技能講習修了証が写真 
  付になります 

申請書内の③に貼ってください。 
縦 3 ㎝×横 2.4 ㎝の上三分身、正面 
撮影、脱帽で 6 か月以内に撮影した 
もの。デジカメで撮影したものは、 
専用紙にプリントしたもののみ可。 
裏面に氏名を記入のこと。 
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《郵送申請の方のみ》 
(5) 切手  

当連合会が簡易書留で返送する際に 
使用しますので、必ず切手で送って 
下さい。 

◆令和 6 年 9 月 30 日まで   

件数 １～2 枚 3～８枚 
金額 434 円 444 円 

 
◆令和 6 年 10 月 1 日から 

金額 460 円 
2024.9 現在 

 

《書替え・損傷の方のみ》 
 ⑨の修了証の有無で「有」に○をつけ 
た方 

 (6) 修了証の原本 

書替えや破損による申請で、手元に 

修了証が残っている方は、再交付に 

よる修了証の重複を防ぐ為、修了証 

の原本を当連合会に返却して下さい。 

 
《書替えの方のみ》 
 (7) 氏名の変更が確認できる書類 

戸籍抄本(コピーでも可)、免許証の 
コピー（裏面に変更の経緯が記入さ 
れている場合に限る）など氏名の変 
更が確認できる書類を入れてくださ 
い。 
申請者に対して 1 枚で結構です。 

 
《窓口代理申請の方のみ》 

(8) 代理者確認書類 

  窓口に代理の方が申請に来られる場 

合は、⑮で申請者が委任した本人か 

を確認させて頂きますので、免許証 

等の確認書類をご持参下さい。 

 
 

６．申請(郵送)先（問い合わせも同じ） 
 

   〒４２０－０８３９    静岡市葵区鷹匠２丁目１７－５  （静基連会館） 

公益社団法人 静岡県労働基準協会連合会 あて   （連絡先 TEL 054-254-1012） 


